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（別紙） 

令和 7 年度以後の私立学校振興助成法及び私立学校振興助成法施行規則に基づく 

監査事項の指定並びに大阪府知事への書類の提出に関する留意事項 

 

＜目次＞ 

【１】本別紙における用語 ······························································································ 2 

【２】会計監査報告及び監査報告の実施等について ······························································· 4 

【３】大阪府知事に提出する書類について ··········································································· 4 

１ 提出書類 ········································································································ 4 

２ 提出（届出）期日について ··················································································· 4 

３ 提出方法等について ···························································································· 5 

４ 内訳表の作成及び提出について ·············································································· 6 

５ 人件費支出内訳表の監査について ··········································································· 6 

【４】公認会計士等による監査対象について ········································································· 6 

１ 知事所轄助成対象学校法人等における監査対象 ·························································· 7 

２ 知事所轄助成対象学校法人等のうち会計監査人設置学校法人等
．．．．．．．．．．．．

にかかる監査の実施に関する

留意事項 ········································································································ 7 

３ 知事所轄助成対象学校法人等のうち会計監査人非設置学校法人
．．．．．．．．．．．．

にかかる監査の実施に関する

留意事項 ········································································································ 7 

【５】公認会計士等の業務制限について ············································································· 7 

【６】通知の廃止について ······························································································ 7 

（別添資料１）会計監査報告及び監査報告の実施の流れ ····················································· 8 

１ 会計監査人設置学校法人等の場合 ········································································· 8 

２ 会計監査人非設置学校法人の場合 ········································································· 9 

３ その他（会計監査報告及び監事による監査報告の期限等） ··········································· 10 

（別添資料２）新公告····························································································· 12 

（別添資料３）学校法人における公認会計士等（会計監査人）による監査対象等について ············· 13 

＜補足資料3-1＞文部科学省告示第132号 ······························································· 14 

＜補足資料3-2＞ 

令和6年 12月 9日付け6文科高第1457号文部科学省高等教育局私学部長通知「私立学

校振興助成法第14条第４項に基づく書類の提出等について」 ·········································· 15 

（別添資料４）監査報告の添付免除許可申請書様式 ························································ 20 

 

 



2 

【１】本別紙における用語 

本別紙において用いられている表 1の左欄の用語は、それぞれ同表右欄に示す意味を示している。 

 

＜表 1：本別紙に用いられる用語及びそれに対する意味＞ 

用語 内容 

助成法 私立学校振興助成法（昭和 50年法律第 61号）をいう。 

助成法施行規則 
私立学校振興助成法施行規則（令和 6 年文部科学省令   

第 29号）をいう。 

助成法監査 
助成法第 14 条第 4 項及び助成法施行規則第 2 条第 4 号

の規定により公認会計士等が行う監査をいう。 

私学法 私立学校法（昭和 24年法律第 270号）をいう。 

私学法施行規則 私立学校法施行規則（昭和 25年文部省令第 12号）をいう。 

私学法監査 私学法第86条第1項の規定により会計監査人が行う監査をいう。 

助成対象学校法人 
助成法第4条第 1項又は第9条に規定する補助金の交付を

受ける学校法人をいう。 

知事所轄助成対象学校法人等 

（図 1参照） 

助成対象学校法人で大阪府知事を所轄庁とする学校法人（助

成法附則第2条第2項に規定する学校法人以外の私立の幼稚

園の設置者等及び同附則第2条の2第 1項に規定する幼保連 

携型認定こども園を設置する社会福祉法人を含む。）をいう。 

会計監査人設置学校法人等 

（図 1参照） 

私学法第143条に規定する大臣所轄学校法人等又は大臣所

轄学校法人等以外の学校法人のうち私学法第 18 条第 2 項に

規定する会計監査人を設置するものをいう。 

会計監査人非設置知事所轄学校法人 

（図 1参照） 

会計監査人設置学校法人等を除く知事所轄助成対象学校 

法人等に該当する学校法人をいう。 

会計監査報告 私学法第 86条第 2項に規定する会計監査報告をいう。 

監査報告 助成法第 14条第 4項に規定する監査報告をいう。 

新公告 

令和 7 年大阪府教育長公告第 1 号（私立学校法の一部を改

正する法律（令和 5 年法律第 21 号）による改正後の助成法及

び助成法施行規則に基づく監査事項の指定。別添資料 2 参照）

をいう。 

基準 学校法人会計基準（昭和 46年文部省令第 18号）をいう。 

処理標準 
大阪府教育庁私学課「学校法人会計基準の処理標準」（令和

7年 3月）をいう。 

計算書類 

私学法第 103条第 2項に規定する計算書類であって、貸借

対照表及び収支計算書をまとめて示したもの。なお、「収支計算

書」は、次に掲げるものをいう（基準第 16条第 2号）。 

➢ 事業活動収支計算書（同号イ） 

➢ 資金収支計算書及び資金収支計算書に基づき作成する

活動区分資金収支計算書（同号ロ。以下「活動区分資金

収支計算書」という。） 

計算関係書類 

計算書類及びその附属明細書をまとめて示したもの。なお、

「附属明細書」（計算書類に係る附属明細書）は、次に掲げるも

のをいう（基準第 41条第 1項）。 

➢ 固定資産明細書（同項第 1号） 

➢ 借入金明細書（同項第 2号） 

➢ 基本金明細書（同項第 3号） 

収支予算書 
助成法第 14 条第 1 項の規定により助成対象学校法人が作

成しなければならない書類とされている収支予算書をいう。 

収益事業 私学法第19条第1項に規定する、収益を目的とする事業をいう。 

財産目録 私学法第 107条第 1項第 1号に規定する書類をいう。 
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用語 内容 

公認会計士等 

公認会計士（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第16

条の 2 第 5 項に規定する外国公認会計士を含む。）又は    

監査法人をいう。 

国通知 

令和 6年 12月 9日付け 6文科高第 1457号文部科学省

高等教育局私学部長通知「私立学校振興助成法第 14 条第４項

に基づく書類の提出等について」をいう。 

 

＜図 1：学校法人の区分（イメージ図）＞ 

  

                    （拡大）   （注）助成法第4条第1項又は第9条に規定する補助金をいう。 

  

 

 

 

・ 幼稚園
・ 認定こども園
・ 小学校
・ 中学校
・ 高等学校　　　　　　　等

左記以外

●

●

…

私学法第152条第5項の規定
による専修学校又は各種学校
の設置のみを目的とする法人
（準学校法人）

（学校法人以外の私立幼稚園等、幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人
及び私学法152条第5項の規定に基づく法人を含む。）

「知事所轄助成対象学校法人等」

次に示す学校等を設置し、経
常費補助金等（注）の交付を
受けている学校法人等

大阪府が所轄する学校法人等

子ども・子育て支援法の規定
に基づく施設型給付を受ける
認定こども園又は「施設型給
付を受ける幼稚園」のみを設
置する学校法人等（経常費補
助金等（注）の交付を受けてい
ない者に限る。）

左記に該当しない学校法人

● 「大臣所轄学校法人等」では
ないが、会計監査人を任意で
設置している学校法人

「知事所轄助成対象学校法人等」

私学法の規定による「会計監査人」を…

「置く」 「置かない」

「会計監査人設置学校法人等」 「会計監査人非設置学校法人」

私学法第143条に規定する
「大臣所轄学校法人等」

●●
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【２】会計監査報告及び監査報告の実施等について 

助成法監査は、昭和 46 年 5 月 10 日付け文管振第 69 号文部省管理局長通知「日本私学振興財団法

附則第 14 条第 1 項に規定する会計年度等を定める政令および学校法人会計基準の制定について」の記

のⅠの4を踏まえ、「学校法人内部の正規の手続」として理事会による承認の後に実施するものとされてお

り、この点については、従前（私立学校の一部を改正する法律（令和 5 年法律第 21 号）による改正前の助

成法の規定）から継承された考え方である。 

一方、今回の私学法改正後における私学法監査は、同法第 86 条第 2 項の規定により会計監査人は「会

計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出しなければならない。」とされていること、また、同法第 104

条第 3 項の規定により、理事会は会計監査報告又は監査報告の内容を踏まえて承認するものと手続きの

流れが一部変更されている。 

よって、対象となる知事所轄助成対象学校法人等における会計監査人の設置有無（「会計監査人設置学

校法人等」又は「会計監査人非設置学校法人」）により、監査報告等の実施順序が異なる。 

詳細は別添資料 1のとおりであり、この流れに沿って進めること。 

 

【３】大阪府知事に提出する書類について 

１ 提出書類 

助成法第14条第4項の規定により、表2に掲げる書類を所轄庁に提出しなければならないとされている。 

なお、別添資料 2 の新公告（12 ページ）の附則第 1 項の規定に基づき、令和 7 年度に係る書類の提出

から適用することとしている。 

 

＜表 2：大阪府所轄学校法人における所轄庁に提出を要する書類一覧＞ 

根拠法令 書類の内容 備考 

助
成
法
第
14
条
第
4
項 

計算関係書類（計算書類及びその附属

明細書（固定資産明細書等）） 

私学法第 104 条第 3 項に規定する理事会

の決議による承認を受けたものであること。 

当該会計年度（計算関係書類の作成対

象年度）の翌会計年度の収支予算書 

 

会計監査報告又は監査報告 

会計監査人設置学校法人等は「会計監査報

告」、会計監査人非設置学校法人は「監査報告」

であること。 

助
成
法
第
14
条
第
4
項
及
び 

助
成
法
施
行
規
則
第
2
条 

事業活動収支内訳表 

（助成法施行規則第一号様式） 
助成法施行規則第2条第1号の規定による。 

資金収支内訳表 

（助成法施行規則第二号様式） 
助成法施行規則第2条第2号の規定による。 

人件費支出内訳表 

（助成法施行規則第三号様式） 
助成法施行規則第2条第3号の規定による。 

「人件費支出内訳表が第五条の定める

ところにより作成されているかどうか

に関する公認会計士又は監査法人の監

査報告その他の所轄庁が定める書類」 

助成法施行規則第2条第4号の規定による。左

記の書類は、人件費支出内訳表がその記載方法

等について規定する助成法施行規則第5条の内

容に基づき作成されているかどうかに関する公

認会計士等の監査報告とする（新公告第2条）。 

 

２ 提出（届出）期日について 

助成法第 14条第 4項の規定に基づき、毎会計年度終了後 3月以内に提出すること。また、収支予算書

に係る収支予算を変更したときは、変更後の収支予算書を速やかに大阪府知事宛に提出すること。 
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３ 提出方法等について 

（１） 提出する書類の順序は、次のとおりとすること。 

ア 計算関係書類 

表 3 に示すとおりとする。なお、監査報告（会計監査報告に関するものを含む。以下同じ。）に関する

ものは後述する。 

  ＜表 3：書類の順序（計算関係書類）＞ 

順序 書類 備考   

1 基準第一号様式（貸借対照表）   

 

計
算
書
類 

2 基準第二号様式（事業活動収支計算書）  収
支
計
算
書 

3 基準第三号様式（資金収支計算書）  

4 基準第四号様式（活動区分資金収支計算書） 
 会計監査人非設置学校法人の

場合は、省略可。 

5 注記事項 
 基準第 40 条に規定する事項

をいう。 

 

6 基準第五号様式（固定資産明細書）   
附
属 

明
細
書 

７ 基準第六号様式（借入金明細書）   

8 基準第七号様式（基本金明細書） （注 1）参照。  

9 収益事業の貸借対照表及び損益計算書 

 私学法の規定に基づき、収益

事業の実施について寄附行為の

認可を受けているものに限る。 

（注 2）参照。 

（注 1） 基準第 50 条の規定により、会計監査人非設置学校法人（高等学校を設置するものを除く。）

の場合は省略できるが、この場合において次のいずれかに該当するときは、作成を省略しない

こと（処理標準 3ページ参照）。 

✓ 第 1号基本金、第 2号基本金、第 3号基本金及び第 4号基本金に未組入額がある場合 

✓ 第2号基本金及び第3号基本金の組入れに係る計画集計表を作成しなければならない場合 

（注 2） 基準第 1 条第 2 項ただし書の規定により、収益事業に関する会計（収益事業会計）について、

計算書類及びその附属明細書に代わるものとして作成しなければならないこととされている。 

 

イ 内訳表（事業活動収支内訳表、資金収支内訳表及び人件費支出内訳表） 

表 4のとおりとする。 

  ＜表 4：書類の順序（内訳表）＞ 

順序 書類 

1 助成法施行規則第一号様式（事業活動収支内訳表） 

2 助成法施行規則第二号様式（資金収支内訳表） 

3 助成法施行規則第三号様式（人件費支出内訳表） 

 

（２） 前記(1)の他、基準第八号様式（財産目録）については、私学法第 6条の規定により別途、提出を求め

ることがある。 

 

（３） 提出する書類の形式は次のとおりとすること。 

ア 監査報告の「原本」（署名のあるものを必要とし、写しで提出しないこと。）を監査証明の対象となっ

た計算書類（表 3のうち「基準第一号様式（貸借対照表）」の前）にとじ込み、紙媒体で届け出ること。

この場合の計算書類の用紙は日本産業規格 A4 判に統一すること。但し、事業活動収支内訳表、資

金収支内訳表及び人件費支出内訳表で部門別の区分が多い場合にはこの限りではない。 

イ 収支予算書は計算書類とは別に綴り、届け出ること。また、前記(2)に基づき財産目録を提出する場

合も同様とする。 
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４ 内訳表の作成及び提出について 

（１） 内訳表の作成については、昭和 47年 4月 26日付け文管振第 93号文部省管理局長通知「資金収

支内訳表について（通知）」、昭和 55年 11月 4日付け文管企第 250号文部省管理局長通知「資金

収支内訳表等の部門別計上及び配分について（通知）」及び処理標準に基づき作成すること。 

（２） 大阪府知事に提出する内訳表は、学校法人内部の規程等に基づき、正規の手続を経て作成されたも

のでなければならない。 

５ 人件費支出内訳表の監査について 

（１） 助成法第 14 条第 3 項に基づく公認会計士等の監査は、公認会計士（外国公認会計士を含む。）又は

監査法人の監査を受けたものであり、かつ、「学校法人内部の正規の手続」を経て作成されたもので

なければならない。また、「学校法人内部の正規の手続」については理事会による承認に限らず、次に

示す例に倣い学校法人において適切に定めること（別添資料 1参照）。 

（例） 寄附行為又は内部規程に基づく理事長や財務を担当する理事等の適切な権限者の決裁や適

切な会議体の決議による承認。 

（２） 内訳表は計算書類に記載される額を区分して作成されることから、知事所轄助成対象学校法人等の

うち会計監査人設置学校法人等については、私学法第 86 条第 1 項に規定する監査（会計監査人に

よる監査）と新公告第 2条の規定に基づく人件費支出内訳表の監査報告のために必要な公認会計士

等の監査を効果的・効率的に受けるため、これらを一体的に受けることができる。 

（３） また、会計監査人非設置知事所轄学校法人については、新公告第 1 条の規定に基づく監査及び同第

2 条の規定に基づく人件費支出内訳表の監査報告のために必要な公認会計士等の監査を一体的に

受けることができる。 

 

【４】公認会計士等による監査対象について 

１ 知事所轄助成対象学校法人等における監査対象 

（１） 会計監査人による会計監査報告又は公認会計士等による監査報告の対象とする書類については、表

5のとおりとする（別添資料 4参照）。 

＜表 5：会計監査報告又は監査報告の対象とする書類一覧＞ 

公認会計士等による 

監査の対象となる書類 
備考 

計 算 関 係 書 類 

 会計監査人設置学校法人等については、私学法監査の対象とする。 

 また、会計監査人非設置知事所轄学校法人については、助成法監査の対

象とする。ただし、計算書類のうち次のいずれかに該当する場合において

は、助成法監査の対象としない。 

⚫ 基準第 16 条第 2 号ロに規定する活動区分資金収支計算書につい

て、同第 50条の規定により作成を省略している場合。 

⚫ 基準第 41条第 1項第 3号に規定する基本金明細書について、同第

50条の規定により作成を省略している場合 

※ 次のいずれかに該当する場合には、基本金明細書の作成を省略する

ことができないことに注意すること。 

 高等学校を設置していること。 

 第 1号基本金、第2号基本金、第3号基本金及び第4号基本金

に未組入額がある場合 

 第 2 号基本金及び第 3 号基本金の組入れに係る計画集計表を

作成しなければならない場合 

財 産 目 録 

 会計監査人設置学校法人等について、私学法監査の対象とする。 

 なお、会計監査人非設置知事所轄学校法人については、助成法監査の対

象外とする。 

人件費支出内訳表  知事所轄助成対象学校法人等について、助成法監査の対象とする。 



7 

（２） 助成法第 14条第2項ただし書により、大阪府知事が監査報告の添付を免除することができるのは、

同法第 9 条に規定する補助金の交付決定額が 1 学校法人当たり 1,000 万円に満たない場合とす

る。この場合、当該学校法人は別添資料 5 に示す様式による監査報告の添付免除許可申請書を提出

し、大阪府知事の許可を受けなければならないものとする。 

 

２ 知事所轄助成対象学校法人等のうち会計監査人設置学校法人等
．．．．．．．．．．．．

にかかる監査の実施に関する留意事項 

（１） 計算関係書類及び財産目録を対象とした会計監査報告について、当該会計監査人は私学法施行規則

第 34条の規定に基づき会計監査報告を作成すること。 

（２） 人件費支出内訳表について、当該公認会計士等は新公告第 2条の規定に基づき、当該書類が助成法

施行規則第 5条の定めるところにより作成されているかどうかについて監査報告を作成すること。 

 

３ 知事所轄助成対象学校法人等のうち会計監査人非設置学校法人
．．．．．．．．．．．．

にかかる監査の実施に関する留意事項 

（１） 計算関係書類について、当該公認会計士等は新公告第 1 条の規定に基づき、基準の定めるところに

従って会計処理が行われているかどうかについて監査報告を作成すること。 

（２） 人件費支出内訳表については、前記 2（2）と同様とする。 

 

【５】公認会計士等の業務制限について 

学校法人に対する監査報告を担う公認会計士等については、当該学校法人と公認会計士法第 24 条又

は第 34 条の 11 に規定する著しい利害関係を有する等の者でないことを確認する必要があること。著し

い利害関係の有無については日本公認会計士協会の倫理規則を参考とすること。 

また、本件通知文は必ず、当該公認会計士等に速やかに提示すること。 

 

【６】通知の廃止について 

以下の通知は、令和 6年度に係る計算書類等の届出を限りとして廃止する。 

➢ 平成28年6月3日付け教私第 1375号「平成27年度以後の監査事項の指定等について（通知）」 

➢ 令和 4 年 6 月 2 日付け教私第 1512 号「「平成 27 年度以後の監査事項の指定等について（通

知）」の一部改正について（通知）」 
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（別添資料 1）会計監査報告及び監査報告の実施の流れ 

１ 会計監査人設置学校法人等の場合 

＜図 2＞ 

 
（注 1） 私学法監査（会計監査報告）及び助成法監査（監査報告）を一体的に実施するために、決算審議を議題とする理

事会（いわゆる「決算理事会」）よりも早い時期に「学校法人内部の正規の手続」を実施すること。なお、「学校法

人内部の正規の手続」の詳細は、前記 5(1)を参照すること。 

（注 2） 公認会計士等は、人件費支出内訳表に関する意見表明として監査報告を行うこと。 

（注 3） 会計監査報告及び監査報告を一体的に実施することは可能だが、それぞれ別個のものとして取り扱うこと。 

（注 4） 私学法施行規則の規定により、①～③のそれぞれについて期限（いずれか遅い日まで）が規定されていることに

注意すること（詳細は 10ページを参照のこと）。 

（注 5） 私学法第 104条第 3項の規定により、計算関係書類は理事会の承認を受けなければならないとされているこ

とから、計算関係書類を対象とした理事会（決算理事会）による承認をもって、助成法監査における「学校法人内

部の正規の手続」を実施したこととする。 

（注 6） 評議員会招集通知する日と（定時）評議員会の開催日とは 1 週間以上空ける必要があることに注意（私学法第

70条第 4項）。 

（注 7） 計算関係書類、財産目録並びに事業報告書及び事業報告書に係る附属明細書については、定時評議員会の日の

1週間前の日から 5年間、主たる事務所に備え置かなければならないことに注意（私学法第 106条第 1項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

○

○

（理事）
定時評議員会招集通知

＜定時評議員会開催＞
前年度事業報告及び決算に関する協議・意見

大阪府知事（所轄庁）へ書類提出
【6月末期限】

所轄庁へ
書類提出

（私学課からの
求めに応じて）

「学校法人内部の
正規の手続」

助成法監査
（公認会計士等に
よる監査報告）

私学法監査
（会計監査人による
会計監査報告）

監事による監査報告

4月

～
「学校法人内部
の正規の手続」

＜理事会開催＞
6月 前年度事業報告及び決算審議・決議　等

資金収支内訳表
人件費支出内訳表

（案）作成 （案）作成 （案）作成 （案）作成

内容 助成法の規定による手続き 私学法の規定による手続き

時
期

書
類

事業活動収支内訳表
計算関係書類 財産目録

事業報告書
事業報告書に係る附属明細書

備
置
き
・閲
覧

（注 3） 

（注 4）③ 

（注 6） 

（注 4） 

② 

（注 7） 

（注 4）① 

（注 1） 

（注 2） 

（注 5） 
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２ 会計監査人非設置学校法人の場合 

＜図 3＞ 

 
（注 8） 私学法施行規則の規定により、㋐及び㋑のそれぞれについて期限（いずれか遅い日まで）が規定されていること

に注意すること（詳細は次ページを参照のこと）。 

（注 9） 私学法第 104条第 3項の規定により、計算関係書類は理事会の承認を受けなければならないとされているこ

とから、計算関係書類を対象とした理事会（決算理事会）による承認をもって、助成法監査における「学校法人内

部の正規の手続」を実施したこととする。 

（注 10） 事業活動収支内訳表等の承認に関する法令上の規定はないため、学校法人の判断により「学校法人内部の正規

の手続」を実施することとなるが、従来の事例を踏まえ、計算関係書類と事業活動収支内訳表等と併せて決算

理事会の承認を受けるものと思われる。 

（注 11） 人件費支出内訳表に関する監査報告と計算関係書類に関するものと一体的に実施することは可能。 

（注 12） 評議員会招集通知する日と（定時）評議員会の開催日とは 1 週間以上空ける必要があることに注意（私学法第

70条第 4項）。 

（注 13） 計算関係書類、財産目録並びに事業報告書及び事業報告書に係る附属明細書については、定時評議員会の日の

1週間前の日から 5年間、主たる事務所に備え置かなければならないことに注意（私学法第 106条第 1項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

（理事）
○

○前年度事業報告及び決算に関する協議・意見

大阪府知事（所轄庁）へ書類提出
【6月末期限】

所轄庁へ
書類提出

（私学課からの
求めに応じて）

～

6月 助成法監査
（公認会計士等による監査報告）

定時評議員会招集通知

＜定時評議員会開催＞

監事による監査報告

4月
「学校法人内部の
正規の手続」

「学校法人内部
の正規の手続」

＜理事会開催＞
前年度事業報告及び決算審議・決議　等

資金収支内訳表
人件費支出内訳表

（案）作成 （案）作成 （案）作成 （案）作成

内容 助成法の規定による手続き 私学法の規定による手続き

時
期

書
類

事業活動収支内訳表
計算関係書類 財産目録

事業報告書
事業報告書に係る附属明細書

備
置
き
・閲
覧

（注 13） 

（注 12） 

（注 8） 

㋑ 

（注 8）㋐ 

（注 10） （注 9） 

（注 11） 
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３ その他（会計監査報告及び監事による監査報告の期限等） 

＜表 6：私立学校法施行規則の規定による会計監査報告及び監事による監査報告の期限＞ 

（図 2（会計監査人設置学校法人等の場合）の一部再掲） 

 
 

 

（図 3（会計監査人非設置学校法人の場合）の一部再掲） 

 
 

 

学校法人 

区分 
内容 期限（いずれか遅い日まで） 

会
計
監
査
人
設
置
学
校
法
人
等 

《内容区分 1》 

計算関係書類に関する会計監査報告の通知

（（注 4）①。第 36条第 1項） 

⚫ 計算書類を受領した日から 4週間を経

過した日 

⚫ 附属明細書（固定資産明細書等）を受領

した日から 1週間を経過した日 

⚫ 特定理事、特定監事及び会計監査人と

の間で合意した日 

《内容区分 1》 

特定監事による特定理事及び会計監査人に

対する監査報告の通知 

（（注 4）②。第 38条第 1項） 

⚫ 会計監査報告を受領した日から 1週間

を経過した日 

⚫ 特定理事及び特定監事との間で合意し

た日 

《内容区分 3》 

事業報告書及びその附属明細書に関する、

特定監事による特定理事に対する監査報告

の通知 

（（注 4）③。第 41条第 1項） 

⚫ 事業報告書の全部を受領した日から 4

週間が経過した日 

⚫ 事業報告書に係る附属明細書を受領し

た日から 1週間を経過した日 

⚫ 特定理事及び特定監事との間で合意し

た日 

○

○

○

（理事）
定時評議員会招集通知

＜定時評議員会開催＞
前年度事業報告及び決算に関する協議・意見

大阪府知事（所轄庁）へ書類提出
【6月末期限】

所轄庁へ
書類提出

（私学課からの
求めに応じて）

「学校法人内部の
正規の手続」

助成法監査
（公認会計士等に
よる監査報告）

私学法監査
（会計監査人による
会計監査報告）

監事による監査報告

4月

～
「学校法人内部
の正規の手続」

＜理事会開催＞
6月 前年度事業報告及び決算審議・決議　等

資金収支内訳表
人件費支出内訳表

（案）作成 （案）作成 （案）作成 （案）作成

内容 助成法の規定による手続き 私学法の規定による手続き

時
期

書
類

事業活動収支内訳表
計算関係書類 財産目録

事業報告書
事業報告書に係る附属明細書

備
置
き
・閲
覧

○

（理事）
○

○前年度事業報告及び決算に関する協議・意見

大阪府知事（所轄庁）へ書類提出
【6月末期限】

所轄庁へ
書類提出

（私学課からの
求めに応じて）

～

6月 助成法監査
（公認会計士等による監査報告）

定時評議員会招集通知

＜定時評議員会開催＞

監事による監査報告

4月
「学校法人内部の
正規の手続」

「学校法人内部
の正規の手続」

＜理事会開催＞
前年度事業報告及び決算審議・決議　等

資金収支内訳表
人件費支出内訳表

（案）作成 （案）作成 （案）作成 （案）作成

内容 助成法の規定による手続き 私学法の規定による手続き

時
期

書
類

事業活動収支内訳表
計算関係書類 財産目録

事業報告書
事業報告書に係る附属明細書

備
置
き
・閲
覧

（注 4）③ 

（注 4）① 

（注 4）② 

（注 8）㋐ 
（注 8）㋑ 
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学校法人 

区分 
内容 期限（いずれか遅い日まで） 

会
計
監
査
人
非
設
置
学
校
法
人 

《内容区分 2》 

計算関係書類に関する監査報告の通知 

（（注 8）㋐。第 32条第 1項） 

⚫ 計算書類の全部を受領した日から 4週

間を経過した日 

⚫ 附属明細書（固定資産明細書等）を受領

した日から 1週間を経過した日 

⚫ 特定理事及び特定監事との間で合意し

た日 

《内容区分 3》 

事業報告書及びその附属明細書に関する、

特定監事による特定理事への監査報告の 

通知 

（（注 8）㋑。第 41条第 1項） 

⚫ 事業報告書の全部を受領した日から 4

週間が経過した日 

⚫ 事業報告書に係る附属明細書を受領し

た日から 1週間を経過した日 

⚫ 特定理事及び特定監事との間で合意し

た日 

 

（注 14） 上表のうち「特定理事」及び「特定監事」の定義については、表 6のうち「内容」及び「期限（いずれ

か遅い日まで）」により、表 7のとおり異なっていることに注意が必要であること。 

 

＜表 7：「特定理事」及び「特定監事」の定義＞ 

表 6の「内容区分」 内容 「特定理事」の定義 「特定監事」の定義 

内容区分 1 

会計監査人設置学校法人

等における、次のいずれか

に該当する事項 

⚫ 計算関係書類に関す

る会計監査報告の通

知（（注 4）①） 

⚫ 特定監事による特定

理事及び会計監査人

に対する監査報告の

通知（（注 4）②） 

次のいずれかに該当する

者（第 36条第 4項） 

⚫ 会計監査報告の通知

を受け取る理事（定め

られている場合） 

⚫ 監査を受けるべき計

算関係書類を作成に

関する職務を行った

理事（上記に該当しな

い場合） 

次のいずれかに該当する

者（第 36条第 5項） 

⚫ 会計監査報告の通知

を受け取る監事（定め

られている場合） 

⚫ 全ての監事（上記に該

当しない場合） 

内容区分 2 

会計監査人非設置学校法

人における、計算関係書類

に関する監査報告の通知 

（（注 8）㋐） 

次のいずれかに該当する

者（第 32条第 4項） 

⚫ 監査報告の通知を受

け取る理事（定められ

ている場合） 

⚫ 監査を受けるべき計

算関係書類を作成に

関する職務を行った

理事（上記に該当しな

い場合） 

次のいずれかに該当する

者（第 32条第 5項） 

⚫ 監査報告の通知を行

うべき監事として定め

られた監事（定められ

ている場合） 

⚫ 全ての監事（上記に該

当しない場合） 

内容区分 3 

事業報告書及びその附属

明細書に関する、特定監事

による特定理事に対する

監査報告の通知（（注 4）③

及び（注 8）㋑） 

※ 学校法人区分を問わ

ない。 

次のいずれかに該当する

者（第 41条第 4項） 

⚫ 監査報告の通知を受

け取る理事（定められ

ている場合） 

⚫ 事業報告書及びその

附属明細書の作成に

関する職務を行った

理事（上記に該当しな

い場合） 

次のいずれかに該当する

者（第 41条第 5項） 

⚫ 監査報告の通知を行

うべき監事として定め

られた監事（定められ

ている場合） 

⚫ 全ての監事（上記に該

当しない場合） 
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 大
阪
府
教
育
長
公
告
第
１
号
 

 
私
立
学
校
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
５
年
法
律
第
21
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）

に
よ
る
改
正
後
の
私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
50
年
法
律
第
61
号
。

以
下
「
改
正
助
成
法
」
と
い
う
。）

第
14
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
阪
府
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
（
私
立
学
校
振
興
助
成
法
附
則
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す

る
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
及
び
同
法
附
則
第
２
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
社
会
福
祉
法
人
を
含
む
。

以
下
同
じ
。）

が
作
成
す
る
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
の
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
23
年
法
律
第
10
3号

）
第
16
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す

る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。）

又
は
監
査
法
人
の
監
査
に
係
る
監
査
事
項
並
び
に
大
阪
府
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
に
係
る
私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則

（
令
和
６
年
文
部
科
学
省
令
第
29
号
。
以
下
「
助
成
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）

第
２
条
第
４
号
に
掲
げ
る
所
轄
庁
が
定
め
る
書
類
を
、
次
の
と
お
り
定
め
る
。
 

 
 
令
和
７
年
３
月
31
日
 

大
阪
府
教
育
長
 
水
野
 
達
朗
 
 
 

第
１
条
 
改
正
助
成
法
第
14
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
学
校
法
人
会
計
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
６
年
文
部
科
学
省
令
第
28
号
）

に
よ
る
改
正
後
の
学
校
法
人
会
計
基
準
（
昭
和
46
年
文
部
省
令
第
18
号
。）

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
会
計
処
理
が
行
わ
れ
、
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
が

作
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
す
る
。
 

 第
２
条
 
大
阪
府
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
に
係
る
助
成
法
施
行
規
則
第
２
条
第
４
号
に
掲
げ
る
所
轄
庁
が
定
め
る
書
類
は
、
人
件
費
支
出
内
訳
表
が
助
成
法
施

行
規
則
第
５
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
と
す
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
公
告
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
し
、
令
和
７
年
度
に
係
る
書
類
の
提
出
か
ら
適
用
す
る
。
 

２
 
平
成
28
年
大
阪
府
教
育
長
公
告
第
１
号
（
私
立
学
校
振
興
助
成
法
に
基
づ
く
監
査
事
項
の
指
定
）
は
、
令
和
７
年
３
月
31
日
限
り
廃
止
す
る
。
 

（
経
過
措
置
）
 

３
 
令
和
６
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
に
添
付
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
 

（別
添
資
料

2
）新
公
告
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（別
添
資
料

3
）学
校
法
人
に
お
け
る
公
認
会
計
士
等
（会
計
監
査
人
）に
よ
る
監
査
対
象
等
に
つ
い
て
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 ＜
補
足
資
料

3
-1
：文
部
科
学
省
告
示
第

1
3

2
号
＞
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＜補足資料 3-2＞国通知 
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20 

（別添資料 4）監査報告の添付免除許可申請書様式 

 

令和  年  月  日 

 

大阪府教育長  様  

 

 

学校法人所在地 

学 校 法 人 名 

理 事 長 名           

 

監査報告の添付免除許可申請書 

 

私立学校振興助成法第14条第４項の規定に基づき、令和  年度計算書類、その附属明細書及び私

立学校振興助成法施行規則第２条に規定する所轄庁への提出書類並び令和  年度収支予算書に添

付する公認会計士又は監査法人の監査報告について、同項ただし書きの規定に基づき、その添付を免

除してくださるよう申請します。 

記 

 

１ 令和 年度の私立学校振興助成法第９条に規定する経常的経費に対する補助金の額 

  円 

 

内訳 （１）大阪府教育長より交付された経常的経費に対する補助金の額 

円 

（２）他の都道府県知事より交付された経常的経費に対する補助金の額 

  円 

 

 

２ 監査報告の添付免除許可申請に係る理事会の議事録の写し            １部 

 

 


